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い
わ
ゆ
る
「
宙
に
浮
い
た
年
金
記
録
」
の
突
合
作
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

い
わ
ゆ
る
「
宙
に
浮
い
た
年
金
記
録
」
の
突
合
作
業
に
関
し
、
以
下
、
質
問
す
る
。

�

地
方
自
治
体
に
お
け
る
、
年
金
記
録
の
原
簿
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
手
書
き
の
「
年
金
台
帳
」
の
保
管
状
況
如
何
。
全

部
保
管
、
一
部
保
管
、
全
部
廃
棄
の
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
自
治
体
の
数
を
示
さ
れ
た
い
。

�

地
方
自
治
体
に
お
け
る
、
手
書
き
の
「
年
金
台
帳
」
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
し
た
も
の
の
保
管
状
況
如
何
。
全
部
保

管
、
一
部
保
管
、
全
部
廃
棄
の
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
自
治
体
の
数
を
示
さ
れ
た
い
。

�

社
会
保
険
庁
及
び
傘
下
の
機
関
に
、
�
の
年
金
台
帳
、
�
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
ど
の
程
度
保
管
さ
れ
て
い
る
の
か
。

�

右
記
�
〜
�
に
つ
き
、
実
態
を
正
確
に
把
握
し
て
い
な
い
の
な
ら
、
い
つ
ま
で
に
調
査
し
、
公
表
す
る
の
か
。

�

現
在
、
社
会
保
険
庁
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
内
に
あ
る
「
宙
に
浮
い
た
年
金
記
録
」
の
突
合
作
業
だ
け
で
な
く
、
右
記
�
〜

�
の
デ
ー
タ
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
内
に
あ
る
デ
ー
タ
の
突
合
作
業
を
含
め
、
二
〇
〇
八
年
五
月
ま
で
に
作
業
が
完
了
す
る
と

理
解
し
て
よ
い
か
。
そ
れ
と
も
、
二
〇
〇
八
年
五
月
ま
で
と
い
う
期
限
は
、
社
会
保
険
庁
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
内
に
あ
る

デ
ー
タ
の
突
合
作
業
だ
け
か
。
後
者
な
ら
、
右
記
�
〜
�
の
デ
ー
タ
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
内
に
あ
る
デ
ー
タ
の
突
合
作
業
は

い
つ
ま
で
に
終
え
る
の
か
。

一



�

右
記
す
べ
て
の
突
合
作
業
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
の
開
発
、
運
用
に
係
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
明
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の

費
用
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
試
算
し
て
い
る
の
か
。
明
確
な
数
字
を
示
さ
れ
た
い
。

�

�
の
費
用
に
つ
い
て
、
税
金
、
す
な
わ
ち
国
民
の
負
担
と
す
る
の
は
筋
違
い
で
は
な
い
か
。
社
会
保
険
庁
（
国
）
側
の
一

方
的
重
過
失
で
発
生
し
た
以
上
、
こ
の
原
因
を
作
っ
た
す
べ
て
の
厚
生
労
働
省
、
社
会
保
険
庁
関
係
者
に
対
し
、
そ
の
費
用

弁
償
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

�

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
内
に
も
、
手
書
き
の
台
帳
や
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
も
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
消
え
た

年
金
記
録
」
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
庁
が
昨
年
八
月
か
ら
実
施
し
て
い
る
特
別
相
談
で
も
、
五
十
五
件
が
発
覚
、
修
正
さ

れ
た
と
い
う
が
、
今
後
、
こ
の
「
消
え
た
年
金
記
録
」
に
つ
い
て
、
ど
う
対
応
し
て
い
く
の
か
。

�

「
消
え
た
年
金
記
録
」
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
未
納
年
金
保
険
料
を
一
括
し
て
納
め
ら
れ
る
よ
う
、
一
九
七
〇
年
代
を
中

心
に
行
わ
れ
た
「
特
例
納
付
制
度
」
を
利
用
し
た
際
、
納
付
記
録
が
消
え
る
ケ
ー
ス
が
目
立
っ
て
い
る
と
い
う
が
、
現
状
で

は
ど
の
程
度
把
握
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
全
国
的
な
実
態
調
査
を
行
う
と
の
こ
と
だ
が
、
い
つ
ま
で
に
調
査
し
、
公
表
す

る
の
か
。

��

�
の
「
特
例
納
付
制
度
」
を
通
じ
た
「
消
え
た
年
金
記
録
」
の
原
因
の
一
つ
に
、
本
来
社
会
保
険
事
務
所
が
行
う
べ
き
保

二



険
料
の
徴
収
業
務
を
、
一
部
自
治
体
が
行
っ
て
い
た
と
い
う
違
法
な
処
理
が
あ
っ
た
と
す
る
報
道
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実

態
を
ど
の
程
度
把
握
し
て
い
る
か
。
今
後
、
さ
ら
に
調
査
す
る
予
定
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


